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事業評価書（事後）

平成２０年８月

評価対象（事業名） 地域職業相談室の体制整備について
主管部局・課室 職業安定局総務課公共職業安定所運営企画室
関係部局・課室
関連する政策体系

基本目標 Ⅳ 経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場にお
いて労働者の職業の安定を図ること

施策目標 １ 労働力需給のミスマッチの解消を図るために需給調整機能を強
化すること

施策目標 １－１ 公共職業安定機関等における需給調整機能を強化するこ
と

個別目標２ 早期再就職に向けた個別支援の推進を図ること

１．現状・問題分析
事前評価実施時における現状・問題分析（平成１６年度）
（１）現状分析

改善しているものの、厳しさが残る雇用失業情勢の中、雇用のセーフティネットとし
ての役割をもつ国の職業紹介事業等サービスに加え、地域に密着した行政サービスへの
求職者のニーズも高まりをみせている。

（２）問題点
地域に密着した行政サービスへのニーズに応え、国と地方が効率的に行政サービスを

提供するためには、より幅広い対象の求職者が利用できるなどの利便性等も考慮し、国
と市区町村等が連携した職業紹介、情報提供等がますます必要となっているが、そのよ
うな施設は少数にとどまっている。

（３）問題分析
公共職業安定所と市区町村が共同で運営する施設を設置することで、公共職業安定所

と市区町村との連携の強化や、市区町村独自の相談・情報提供業務と公共職業安定所が
行う職業紹介等のサービスを一体的に提供することが可能となり、求職者の利便性の向
上や地域に密着した行政サービスへのニーズに応え、より一層求職者の再就職を促進し
ていくことが可能になると考えられる。

（４）事業の必要性
公共職業安定所と市区町村が共同で運営する地域職業相談室を設置し、市区町村独自

の相談・情報提供業務と連携した職業相談・職業紹介を行うことによって、一層、求職
者の再就職の促進を図る上で、本事業は必要である。

事後評価実施時（現在）における現状・問題分析
現下の雇用失業情勢は、有効求人倍率が１倍を下回り低下傾向するとともに、地域差

も拡大する傾向にあるなど、注意を要する状態にある。こうした中、地域に密着した行
政サービスへの求職者のニーズは依然高く、これまで以上に地域の特性に応じ、国と市
町村等が協力した雇用対策を実施していくことが課題である。

現状・問題分析に関連する指標
Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

１ 有効求人倍率の高低差 0.76 1.16 1.26 1.47 1.49
（最高の県－最低の県％）

(調査名・資料出所、備考）
資料出所： 職業安定業務統計 （職業安定局調べ）による。「 」

（整理番号 ２）
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２．事業の内容
（１）事業の実施主体

実施主体：国、厚生局 労働局 監督署 安定所 均等室 、検疫所）
都道府県 市区町村 独立行政法人、社会福祉法人、公益法人
その他（ ）

（２）事業の内容（概要）
市区町村の要望等を勘案し、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する地域職業相

談室を設置し、市区町村独自の相談・情報提供業務と連携した職業相談・職業紹介を行
うことにより、一層、求職者の再就職の促進を図ることとする。地域職業相談室では次
のようなサービスを実施する。

(1) 市区町村庁舎等を活用し、インターネットによる各種情報、求人自己検索端
末装置を活用した求人情報の提供、求人の受理及び職業紹介を行う。

(2) ハローワークインターネットサービスの閲覧や求人自己検索装置の設置を行
い、より多くの求人情報の提供を図る。

（３）予算
一般会計・年金特会 労働保険特会 その他（ ）
予算額（単位：百万円） Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

700 606 801 1,174 0
※「Ｈ２１」については予算概算要求額

３．事前評価実施時における目標・政策効果が発現する時期
事業の目標
就職件数

政策効果が発現する時期 実施以降随時、効果の発現が見込まれる。

４．評価指標
アウトカム指標

（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 就職件数（件） － － 36 43 46

（月平均30件以上／平成19 【－％】 【－％】 120％ 143％ 【153％】【 】 【 】
年度）

（調査名・資料出所、備考）
資料出所：各都道府県労働局からの報告（職業安定局調べ）による。
備考：地域職業相談室での職業紹介による就職件数１室あたりの月平均である。

アウトプット指標
（達成水準／達成時期）
※【 】内は、目標達成率（実績値／達成水準）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
１ 相談件数（件） － － 205,234 396,483 489,928

（301,196件以上／平成19 【－％】 【－％】 177％ 185％ 【163％】【 】 【 】
年度）

（調査名・資料出所、備考）
資料出所：各都道府県労働局からの報告（職業安定局調べ）による。
備考：平成17年度は115,645件、平成18年度は214,537件を計画数として設定した。

５．事前評価の概要
必要性の評価

（１）公益性の有無（主に官民の役割分担の観点から）
求職者に対して無料で職業紹介等のサービスを提供する事業であることから、公益性

（整理番号 ２）
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（整理番号 ２）

がある。

（２）国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）
地域職業相談室は、公共職業安定所と市区町村が共同で運営し、市区町村独自の相談

・情報提供業務との連携を推進していくものである。

（３）民営化や外部委託の可否
既存の体制から、より公共職業安定所と市区町村の連携を強化できる体制に変更し求

職者の再就職の促進を図るという趣旨であるため、国で行う必要がある。

（４）緊要性の有無
地域に密着した行政サービスへのニーズが高まっており、公共職業安定所と地方公共

、 、団体との共同・連携による効果的な職業紹介 情報提供の推進は喫緊の課題であるため
そのための地域職業相談室の設置は緊要性は高い。

有効性の評価

（１）政策効果が発現する経路
地域職業相談室への来所→公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等

のサービス提供→求職者の利便性の向上や効率的な就職活動→再就職の促進

（２）これまで達成された効果、今後見込まれる効果
公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等のサービス提供を地域職業

相談室で行うことにより、求職者の利便性の向上や効率的な就職活動につながり、結果
として再就職が促進されることが想定される。

（３）政策の有効性の評価に特に留意が必要な事項
経済状況の動向による求人数等の変動が再就職の可否に影響する。

効率性の評価

（１）手段の適正性
求職者の利便性も考慮し、公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等

のサービス提供を行うためには、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する施設を設
置することが、最も効果的であると考えられることから、手段としての適正性がある。

（２）費用と効果の関係に関する評価
既存の施設を活用する等、費用についてはできるだけ少なくすむよう考慮している

（３）他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無
一部、高年齢者職業相談室の活用を行う予定。

６．事後評価の内容
（１）有効性の評価

政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果）
<投入>

地域職業相談室への来所
↓

<活動>
公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等のサービス提供
↓

<結果>
求職者の利便性の向上や効率的な就職活動
↓

<成果>
再就職の促進
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（整理番号 ２）

有効性の評価
公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等のサービス提供を求職者に

身近な場所に開設された地域職業相談室で行うことにより、求職者の利便性の向上や効
率的な就職活動につながり、目標以上の再就職が実現される結果となっている。

事後評価において特に留意が必要な事項

（２）効率性の評価
効率性の評価
求職者の利便性も考慮し、公共職業安定所と市区町村との共同・連携した職業紹介等

のサービス提供を行うために、公共職業安定所と市区町村が共同で運営する施設を設置
するために、既存の施設や市区町村庁舎等を活用するなど、効率的に事業を実施してい
る。

事後評価において特に留意が必要な事項

（３）その他(上記の他、公平性及び優先性等、評価すべき視点がある場合に記入)

（４）政策等への反映の方向性
平成21年度予算概算要求においては、既存の市区町村との共同事業を強化し、より広

域地域を対象とした都道府県との共同事業を創設する等、見直しを行い、国と地方公共
団体の共同就職支援事業（ふるさとハローワーク事業）として要求を行う。

平成21年度概算要求額2,740百万円

７．特記事項
①国会による決議等の状況（警告決議、附帯決議等）

なし
②各種政府決定との関係及び遵守状況

なし
③総務省による行政評価・監視及び認定関連活動等の状況

なし
④会計検査院による指摘

なし
⑤学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし


